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Ⅰ　はじめに

　本研究の目的は、質の高い教育実践の実現を目指して教員の養成や研修に取り組んでい
る、カナダ・オンタリオ州の教員養成・研修システムの実態を明らかにすることである。
課題設定の理由として、我が国で進められつつある、校長及び教員としての資質の向上に
関する指標に基づいた教員養成・研修システムに関する先進事例の収集がある。さらに、
教員養成や研修の実施主体となる組織の存在及びその実態等を明らかにすることにより、
オンタリオ州の教員養成・研修システムの独自性を示すことがある。
　本研究において、カナダ・オンタリオ州に着目した理由は、次の３点である。その一つが、
子供の学習成果の国際調査である PISA2015（1）におけるレベルの高さである。PISA2015
の読解力に関しては、カナダ全体ではシンガポールに続いて第２位である。さらに、州別
でみていくと、ブリティッシュ・コロンビアが第１位、アルバータ州が第３位、ケベック
州が第４位、オンタリオ州が第５位となっている。因みにカナダの各州も入れた場合の日
本の順位は、第13位である。科学的リテラシーについても、アルバータ州やブリティッ
シュ・コロンビア州が第２位、第３位と同様に上位にある。このように、国際的な学力テ
ストにおいて、カナダの多くの州が上位にあり、学力を確実に身につけさせていることが
分かる。
　二つ目は、カナダ・オンタリオ州の教員や学校管理職等の研修システムの優越性が指摘
されていることである。Schleicher（2012）はスクールリーダー養成のための先進的な事
例として、さらに、Barber、Whelan、Clark（2012）も、学校管理職の資格認定制度や選抜、
研修の一体的な取り組みの優れた事例の一つとして、オンタリオ州を取りあげている。
　三つ目は、教員や学校管理職が備えるべき資質能力としての、専門職基準の存在とそれ
に基づいた教員養成・研修の実践である。オンタリオ州では、教員や学校管理職が身につ
けるべき資質能力を専門職基準として策定しており、その基準に基づいた養成・研修が行
われてきた。オンタリオ州では、専門職基準の策定そして研修実施のための研修科目ご
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とのガイドライン作成等、養成・研修のためのシステムが確立されている。このことにつ
いて我が国では、平成29年度に校長及び教員の育成のための指標づくりが開始されたが、
その先進的な事例でもある。以上の３つの観点から、本研究ではカナダ・オンタリオ州に
おける教員養成・研修システムの実態把握を調査研究の対象とした。
　本研究に関する先行研究として、教員養成・研修システムの実態や研修と行政等との関
わり、さらに教員養成・研修時における研修内容の質保証の３点についてみていく。
　第一は、教員養成・研修システムの実態に関する研究である。鈴木（2018B）は、教員
養成のシステムとして、教職課程を有する大学の実態を、教員に求められる資質能力とカ
リキュラムポリシー及び教職課程コアカリキュラムとの関係から考察した。さらに、篠原
ら（2017）は、学校管理職養成について、日本の実践とともに、アメリカや中国等世界
７カ国の養成のためのシステム及びその際のコンテンツについて報告している。さらに、
教員研修については、平成29年度、各都道府県等における校長及び教員の育成のための
指標づくりが進められ、今後この指標に基づいた研修が実施されることになる。東京都教
育委員会は研修計画をすでに作成し公表しているが（2）、多くの都道府県等は、平成30年
度中に指標と研修に関する協議が行われ、研修の実施は平成31年度からになると考えら
れる。加えて鈴木（2018A）は、カナダ・オンタリオ州の教員の研修システムを報告し
ている。その中で、職場における職務遂行をとおした研修としての OJT や職場外研修と
しての OffJT を関連づけた研修システムの実態を明らかにした。
　これらの先行研究によると、我が国では、求められる資質能力と教員養成や研修との関
係の中で、教員養成については関連付けを明らかにする取り組みされてきている。また、
教員研修については、育成のための指標と研修との関連付けが今後明らかにされる予定で
ある。一方、カナダ・オンタリオ州の報告では、教員養成や研修の概要の報告にとどまっ
ている。
　第二は、教員養成・研修における行政等との関わりについてである。教員養成や研修に
関して、鈴木（2018A）は、教員養成について、教職課程審議会や文部科学省の関わり、
教員研修における都道府県等の教育委員会との関係について報告している。さらに、カナ
ダ・オンタリオ州の教員養成・研修と行政等との関係について、鈴木（2016B）が報告
している。その中で、教員により運営されていて独立機関である OCT（オンタリオ州教
員協会）が教員養成や研修を主管し、行政から独立した機関として活動していることを報
告している。また、オンタリオ州における教育行政と教員養成・研修との関係として、平
田（2012）は、OCT は行政と独立した存在とされているが、OCT の存在そのものが、オ
ンタリオ州政府のコントロール強化の隠れ蓑ではないかと指摘している。
　このように、我が国は教員養成・研修と教育行政との関わりが強いが、オンタリオ州の
ようにシステム上では独立して運営されている活動状況も示されている。
　第三は、教員養成や研修の質保証への取り組みである。質保証のための養成・研修の
実施状況及び基準となる指標の策定等の具体的な取り組みをみていく。加藤（2011）は、
教員研修について考察した。その中で、都道府県政令指定都市教育委員会が実施している
研修は、若手と20年目以降のベテラン教員に対する研修の実施状況、さらには主幹教諭
や指導教諭の研修が十分ではないことを指摘した。また、鈴木（2012）は、全国の都道
府県等の教育センター等で行われた教員研修において、準拠すべき資料が不足している実
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態を報告した。
　さらに、教員や学校管理職が身につけるべき資質としての指標の策定に関する先行事例
については、諸外国の取り組みを大杉（2017）が報告している。その中で、各国で示さ
れた具体的な指標を検討している。加えて、鈴木（2016B）はオンタリオ州の教員や学校
管理職の専門職基準について、報告している。その中で学校管理職を含めた教員のための
専門職基準が２種類、校長や教育行政管理職のための専門職基準が１種類、研修への取り
組みに関する枠組みとしてのフレームワークが１種類の合計４種類の専門職基準及び枠組
みを示した。また、研修の質保証に関する取り組みとして、カナダ・オンタリオ州の研修
プログラムの認証制度を、鈴木（2015）が報告している。その中で、教員養成や研修の
実施機関が、研修実施計画を提出し、認証を受けることで研修が実施できるようになるこ
とを示した。加えて、高野（2015）は、イギリスにおける教員養成の「質保証」システ
ムについて報告しており、その中で教員免許と高等教育機関である大学でのまなびとして
の学士号取得との兼ね合いから「質保証」について歴史的な視点を踏まえて考察している。
　これらの先行研究により研修の質保証の取り組みとして、我が国においては顕著な実践
はされていないことが明らかになっている。さらに、カナダ・オンタリオ州の取り組みに
ついては、主な手順の提示にとどまっている。
　以上のように、これまでの先行研究から、成果ととともに残された課題が明らかになっ
た。その一つは、教員養成・研修システムの実態である。教員養成における教職科目及び
教員研修における研修プログラムとコアカリキュラムや指標との関連付けについては、今
後の実践によることが示されている。このことにより、育成のための指標に基づいた教員
養成・研修について、我が国とカナダ・オンタリオ州との取り組みの違いが示された。さ
らに教員養成や研修と行政等との関わりについては、我が国は行政による研修が主である
が、カナダ・オンタリオ州は OCT や他の教育関係機関により実施されている等、違いが
明らかになった。さらに教員養成・研修時の研修内容の質保証としては、我が国とカナダ・
オンタリオ州との取り組みの違いが示された。
　これらの先行研究の成果を踏まえ、今後の我が国における校長及び教員の育成のための
指標による教員養成や教員研修の取り組みの成果と課題を把握していく必要がある。その
ための視点を得るために、本論では、先行事例としてのカナダ・オンタリオ州の教員養成・
研修システムについて、先行研究では示されていない、より具体的な取り組みを明らかに
していく。そのために、各教育関係機関における実践状況を把握するとともに、現地への
訪問調査により聞き取りや資料の収集を行った。
　このことを踏まえ、本研究の単元構成として、Ⅱ章では、オンタリオ州の教員養成・研
修の実施システムを明らかにする。その中で、オンタリオ州において教員養成・研修のシ
ステムは、オンタリオ州法に定められていること。さらに、教員等の養成・研修は第三者
機関である OCT（オンタリオ州教員協会：Ontario College of Teachers）が主管しているこ
とを示す。Ⅲ章では、研修を主管している OCT と他の教育関係機関との関係を明らかに
する。その中で、オンタリオ州において、教員養成や研修の基本となる事項を決定してい
る機関は、行政や民間組織とは異なる第三者機関である OCT であること。さらに、教育
行政に関するすべの業務を担当する機関はオンタリオ州教育省であり、各地区の行政機関
は地区教育委員会であること等を示す。Ⅳ章では、教員養成・研修の質保証のためのシス
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テムを明らかにする。その中で、オンタリオ州においては、教員等の養成・研修における
質保証のためのシステムが存在すること等を示す。Ⅴ章では、本研究のまとめとして、成
果と課題を示す。

Ⅱ　教員養成・研修の実施システムとは

　カナダ・オンタリオ州において教員養成・研修のシステムは、オンタリオ州法に定めら
れている。教員等の養成・研修は第三者機関である OCT：オンタリオ州教員協会が主管し、
大学や校長会などの様々な教育関係機関が実施機関となって実践しており、オンタリオ州
教育省（OME：Ontario Ministry of Education）は直接関わってはいない。
　１「OCT 法」及び「教員資格の認定に関する規則」による実施
　オンタリオ州においては、教員や学校管理職等の養成及び研修は、『オンタリオ州教員
協会法（Ontario College of Teachers Act：OCT 法）』の下位法である『教員の資格認定に関
する規則』（O.Reg. 176/10：TEACHERS' QUALIFICATIONS）（3）に定められている。　
　オンタリオ州の教員養成、研修体系は図１に示したように、教員養成と付加的資格と
しての AQ（Additional Qualifi cation：付加的資格）、さらに校長資格取得プログラムであ
る PQP（Principal's Qualifi cation Program）及び教育長資格取得プログラムである SOQP

（Supervisory Offi  cer's Qualifi cation Program）等に区分される。さらに、教員や校長など全
ての教育関係者がふまえるべき資質能力としての２種類の専門職基準と教員の学びの枠組
みがある。さらに、校長及び教育長が備えるべき資質能力としてのオンタリオ州リーダー
シップフレームワークがある。また、教員養成は教員養成課程を持つ大学で行われるが、
研修は大学や地区教育委員会さらに校長会等の教育関係機関によっても実施される。これ
らの教員養成や研修を主管しているのが OCT である。

図１　オンタリオ州の教員養成・研修システム
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　２　教員養成
　教員養成は、オンタリオ州内の教育学部をもつ大学で行われる。また、オンタリオ州に
おいて教員になるためには所持すべき免許の種類が定められている。さらに、教員養成プ
ログラム受講の形態として、学部教育との関係で２つのコースがある。
　オンタリオ州では、教員養成課程を担当する学部を設置し、認定を受けている大学が
16ある（4）。教員免許取得の際、同州において公立学校の教員になるには、４つの免許区
分の中で連続した２種類の免許を取得する必要がある（5）。４つの免許区分とは、初等期、
年少期、中等期、高等期免許である。初等期免許は、４～８歳を対象とし、J K ～ G3の
幼稚園の年少組から第３学年までを担当できる。年少期免許は、９～ 11歳を対象とし、
学年は G4 ～ G6である。中等期免許は、12 ～ 15歳を対象として、学年は G7 ～ G10で
ある。ただし、中等期免許は、教員養成課程に設定されている専門科目を最低一教科取得
しなければならない。同様に、高等期免許は、16、17歳を対象とし、学年は G11、 G12
である。また、中等期免許と同様に専門科目を２科目以上取得することが求められる。
　さらに、大学において教員免許を取得するためには、教員養成プログラム受講の手順に
より２つのコースが設定されている。一つは「連続型」と呼ばれ、教育学部以外の大学の
学部を修了し、連続して教育学部に入学する場合である。さらに、「同時型」として、大
学で理学や芸術などの学士号を取得するのと同時に教員免許を取得できるコースである。
　ここでは、オンタリオ州のキングストン市にあるクイーンズ大学の教員養成プログラ
ムの開設状況をみていく（6）。同大学の教員養成プログラムには、「同時型」と「連続型」、
さらに大学卒業後に就労体験をした社会人向けの、計３つのコースが開設されている。そ
のうち、「同時型」と「連続型」をみていく。
　「同時型」の教員養成プログラムとは、教育学部以外の学部修了の学位と同時に教員免
許が取得できる。修業年限は基本的には５年であり、単位の取得状況によっては、他の学
生より半期ほど早く修了できる場合がある。付加的な学外学習を１から３年次で取得し、
５年次には13から17週の学外体験学習に取り組む。ただし、その中には３週間の教育実
習も含まれている。
　「連続型」とは、教育学部以外の学部を（単位の取得状況では、３年で修了する場合もある）
４年で修了し、その後教育学部に入学して、教員養成プログラムを１年かけて履修するプ
ログラムである。同大が設定している教職関係の科目は地理学や歴史学等14科目であり、
免許区分の中等期免許では１科目、高等期免許では２科目の専門科目を履修しなければな
らない。　
　以上のように、オンタリオ州の教員養成は、取得すべき免許の種類が定められているこ
とを示した。さらに、教員養成のコースとして、高校卒業後に「同時型」のコースに入学
する場合と、大学卒業後に教育学部に入学して免許を取得する場合、さらにクイーンズ大
学のように社会人に対応するコースがあることを示した。
　３　教員研修
  教員研修は、教員養成と同様に、『教員の資格認定に関する規則』（O.Reg. 176/10：
TEACHERS' QUALIFICATIONS）に定められている。さらに、オンタリオ州において、公
立学校の教員になるためには、前節に示した２種類の免許取得とともに、OCT に所属す
ることを規定している。また、教員は研修プログラムを受講し、認定を受け、OCT にお
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いて登録されることで、正式に研修を修了した、として認定される。
　教員が研修として受講するプログラムは、付加的資格として AQ と呼ばれる。AQ は、
OCT のメンバーである教員が、知識を深めたり技能を高めたりするために取り組む研修
プログラムである。AQ としての研修プログラムは、ABQ（Additional Basic Qualifi cation：
付加的基礎資格）と呼ばれる基礎的資格や AQ である付加的資格、さらに特別資格、そし
て校長や教育長の資格取得のためのプログラムに区分される。特に、ABQ は、既に教員
資格は持っているが、別の免許区分や教科で資格を取得するために取り組む研修プログラ
ムである。
　研修プログラムとしての AQ は、スケジュール A からスケジュール F の６区分さら
に、校長資格取得プログラム等４区分の、合計10種類に分類される。スケジュール A
は、ABQ としての付加的基礎資格である科目群であり、一つのセッションから構成され
る。スケジュール B は、技能科目についての付加的基礎資格である。ここまでは、教員
免許取得に関わる科目群である。スケジュール C は一つのセッションからなる AQ であ
り、スケジュール D は３つのセッションからなる AQ である。さらに、スケジュール E は、
一つのセッションから成り、カリキュラム開発をリードする教員を養成する特別専門職養
成するプログラムである。スケジュール F は技能科目の AQ である。さらに、難聴者の指
導に関する研修プログラム、校長資格、校長研修、教育長資格取得のための研修プログラ
ムの、合計10種類の研修プログラムで構成されている。
　これらの AQ プログラム一つ一つの内容をガイドラインとして、各研修実施機関に提示
することによって、研修全体をコーディネートしているのは OCT である。

表１　研修実施機関一覧

　AQ プログラムの研修実施機関は、表１に示したように、大学や地区教育委員会、校長
会などの教育関係団体である。2018年６月現在、AQ プログラムの実施機関は34機関、
PQP は７機関、SOQP は４機関である。
　オンタリオ州校長会（OPC）は、校長資格取得のための PQP や教育長の資格取得のた
めの SOQP 等を実施するが、他の研修プログラムは担当しない等、研修実施機関によっ
て特徴がある。これらのことから、研修に対してオンタリオ州教育省（OME）は、直接
的には一切関与していない。

Ⅲ　OCT と他の教育関係機関の関係

　オンタリオ州において、教員養成や研修の基本となる事項を決定している機関は、行政
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や民間組織とは異なる第三者機関である OCT である。さらに、教育行政に関するすべの
業務を担当する機関はオンタリオ州教育省であり、各地区の教育行政機関は地区教育委員
会である。学校は、地区教育委員会の基で教育活動にあたっている。加えて、教員の職種
に応じた民間組織があり、オンタリオ州カトリック校長会やオンタリオ州校長会等がある。
また、オンタリオ州教員組合：OTF（Ontario Teachers Federation）は、教育関係者すべが
所属する組織であり、年金制度や教員研修、教育に関する研修等が主な業務である。
　１　OCT の設立
　OCT の設立経過をたどる（鈴木、2015）。OCT が創設された1997年以前に、現在の
OCT が果たしている役割は、OTF（オンタリオ州教員組合）及び OME（オンタリオ州教育省）
であった。OTF は、オンタリオ州中等学校教員組合やオンタリオ州公立学校教員組合等
を統括する組織として設立され、主に教員の専門性確立に関する事業を担当していた。さ
らに、OME は教員免許や教員研修プログラムの認証等を担当していた。
　OCT 設立以前、教員の専門性確立のために、行政から独立し、自己資金により運営さ
れる機関の創設を提案する報告書が提出された。加えて州の財政の縮減に対する対策、さ
らに王立協会の答申に OCT の設立が示されるに至った（Elizabeth J．M．他、2002）。こ
のことを踏まえて、1996年に OCT 法（Ontario College of Teachers Act）が成立し、教員自
身の手による組織として1997年に OCT が設立された。
　OCT の運営は会員より選出された委員により行われ、会の運営状況は評議員会より監
督を受ける。OCT は、教員や学校、教育行政管理職の養成・研修及び教員の人事情報な
ど、教員に関する事項を管理する組織である。OCT は政治的中立が求められることか
ら、組織の運営については所属会員の負担金によって行われている。会員は2017年現在、
235,705名である（7）。
　２　OCT の職務内容及び組織
　はじめに、OCT の職務内容及び組織についてみていく。OCT は、組織の運営に関して、
４つの方針を示している（8）。一つ目は、教員免許の資格授与である。教員免許取得とともに、
優秀な教員としての認定を受けると、「オンタリオ州における認証を受けた教師、OCT：
Ontario Certificated Teacher」の称号を用いることができる。二つ目は、教員養成・研修へ
の対応である。教員養成については、州内18大学の教育学部の養成プログラムを認証し、
教員研修についても数百に及ぶ研修プログラムの審査及び承認を行っている。三つ目は苦
情処理と苦情内容に関する研究である。苦情等の申し入れについて、状況を究明し処理す
る。その状況については Web 上に公開する。しかし、教員個々人に関する事項については、
公開はしない。四つ目は委任された職務の遂行である。教員としての専門職基準の作成や
法令遵守、説明責任の履行等、OCT として責任ある取り組みをしていくことが求められ
ている。以上が、OCT が掲げている活動内容である。
　次に、OCT の組織構成についてみていく。OCT は教員の専門性を高め、良好な環境で
勤務できるよう、４つの部門で構成される組織により活動している。第一に、教員の養成
や研修、さらに専門職基準の策定等を担当する「実践と認定の基準」部門がある。第二に、
学校のトラブル対応など職務環境向上のための「調査と聴取」部門がある。第三に、会員
の基本情報の登録管理を行う「会員への対応」部門である。第四に、OCT そのものの組
織や評議会の運営、情報伝達等を担当する「法人及び評議会」部門である（図２ 参照）（9）。
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図２　OCT の組織図（Ontario College of Teachers  2018）

　このように、OCT のそれぞれの部門が、教員養成や研修、さらに専門職基準の策定等
の管理や会員の研修実績の管理等人事に関する管理、さらに日々の教育実践への支援、そ
して OCT の組織そのものの見直し等、多方面にわたる活動を、行政の管理を受けない状
況で独自に行っている。
　一方、OCT の活動状況について、批判的な見方がある。平田（2012）は、OME（オン
タリオ州教育省）が教員養成や研修及び人事管理等を行う際の、隠れ蓑ではないかと指摘
している。さらに、鈴木（2016B）は、OCT の設立時経過における小さな政府の実現に
ついて、教員研修の経費を教員に求めたことを指摘している。さらに、OTF（2014）（オ
ンタリオ州教員組合）は、OCT が組織として肥大化してきており、教員の専門性向上と
いう本来の業務がないがしろにされている現状がみられるとしており、設立時の理念であ
る教員希望者への資格授与という本来の姿に戻るべきであるとしている。
　以上のように、OCT の設立の目的は、教員自身の運営による教員の専門性向上であった。
それが、組織の肥大化とともに OCT の課題も顕在化してきている。今後の課題解決のた
めの OCT による自己変革に注目していきたい。
　３　OCT と他の教育関係機関との関係
　次に、OCT と OME（オンタリオ州教育省）や研修実施機関及び OTF との関係をみて
いく（図３参照）。第一は、研修の実施における研修科目のガイドラインをとおした OCT
と研修実施機関との関わりである。OCT は、教員養成や研修において、科目ごとにガイ
ドラインを作成し、研修実施機関に送付するとともに、Web で公開する。教員養成や研
修を担当する大学や地区教育委員会などの教育関係機関は、ガイドラインに基づいて研修
の実施計画を作成し、審査機関で認証を受ける。
　第二は、OME との関係である。OCT は法的には教育行政から独立している。しかし、
OME は教育施策を法律により具体化し、OCT についても同様の手順により、活動を方向
づけているともいえる。筆者の OME への訪問調査においても、担当者は同様の回答をし
ていた（10）。さらに、OME にとってオンタリオ州内の地区教育委員会は、出先機関であり、
直接的な関わりをもっている。さらに、地区教育委員会は、地区内における全ての公立学
校の運営に対して責任をもっている。
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　第三は、OTF との関係である。OTF は、教員の年金制度や研修、さらに教育に関する
研究を行っている。このことから、OCT とは直接的な関係はないが、OCT に所属してい
る全てのメンバーは、年金制度との関係から、OTF に加入している。
　以上のように OCT は教育行政とは独立した組織とはなっているが、組織や活動活動が
法により規定されていることから、OME の方針を踏まえた活動をとらざるを得ない状況
にあるといえる。

 Ⅳ　教員養成・研修の質保証のためのシステム

　オンタリオ州においては、教員等の養成・研修における質保証のためのシステムが存在
する。それは、教員や学校管理職等の養成・研修において、あらかじめ身に付けるべき資
質能力を専門職基準として作成していることである。この基準を踏まえて、教員等の養成・
研修実施機関が研修プログラムを作成し、認証されて実際に実施するという手順を踏まえ
る。さらに、学歴や研修履歴等は OCT が一元管理し、HP 上に公開している。
　１　専門職基準の策定
　オンタリオ州では、教育関係機関が教員等を対象に研修を実施する際、研修の内容を検
討するうえで、準拠すべき専門職基準が策定されている（表２ 参照、鈴木 2018B）。教員
や学校管理職等教育に関わる全ての者を対象とする専門職基準は、「教授の専門性におけ
る倫理的基準：The Ethical  Standards for the Teaching Profession」と「教授の専門性におけ
る実践力の基準：The Standards of Practice for the Teaching Profession」である。さらに、研

図３　OCT と教育関係機関との関係
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修全体の枠組みを規定しているのが、「指導の専門性のための専門的学びの枠組み：The 
Professional Learning Framework for the Teaching Profession」である。これらの専門職基準及
び枠組みは、OCT によって策定された。また、学校及び教育行政管理職を対象とした専
門職基準として、「オンタリオ州リーダーシップ・フレームワーク2012: THE ONTARIO 
LEADERSHIP FRAMEWORK 2012」がある（鈴木 2016B）。これは、オンタリオ州リーダー
シップ協議会によって策定された。それぞれの専門職基準の内容及び対象等は、表２に示
したとおりである。　
　これまでに示した指標の内容を踏まえて、OCT は各科目の実施上のガイドラインを作
成し、各研修実施機関に送付する。それらを踏まえて各研修実施機関は研修のためのプロ
グラムの実施計画を作成する。
　次に、教員養成・研修の実施機関が各科目による研修を行うためには、OCT が提示し
た各プログラムのガイドラインに基づいて、実施計画を作成し、認証を受けることにより、
研修が実施できることになる（図４　参照）。教員養成・研修の実施機関は、実施計画に
基づいて各科目を実施し、評価により受講者の学習状況を把握する。
　各教員養成・研修実施機関は、評価結果に基づいてプログラム修了者を確定し、修了者
を OCT に報告する。OCT は、修了者をデータベースに登録するとともに、Web 上に公開
する。Web 上に公開する情報は、卒業した大学名、教員免許を取得した大学名、教員免
許の種類、修了した AQ、勤務状況等である（11）。
　２　養成・研修　プログラムの認証
　教員養成・研修実施機関が行う各科目のプログラムは、OCT の下に組織される認証の
ための委員会により、認証を受ける必要がある（オンタリオ州規則：347/02）（12）。
  そのために、各研修実施機関は、ガイドラインや専門職基準の内容を踏まえて、研修プ

表２　カナダ・オンタリオ州の教員及び学校、教育行政管理職のための専門職基準
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ログラムを作成し、認証のための委員会に提出する。何度かのやりとりを経て、認証のた
めの委員会より認証を受け、研修が実施できることになる。そのプロセスは、図４の下方
に示したとおりである。
　教員養成・研修プログラムの認証のプロセスは、教員養成と教員研修とでは異なる。教
員養成プログラムの認証は、オンタリオ州規則：347/02 に基づいて、OCT の管理の下で
実施される。教員養成に関するプログラムの認証の実務は、OCT が主管する認証のため
のチームによって実施される。認証チームは、OCT の評議員や教員の代表者、さらに教
員養成を担当している大学の教員等により構成される。認証のための審査の過程において
は、教員養成プログラムが州で定めた教育カリキュラムと整合しているかを確認したり、
教員の専門職基準との関係等を書面により調べたりする。さらに、教員養成・研修の担当
者にインタビューを行ったり、さらに Web で公開されているプログラムの内容を調べた
りする。
　次は、教員研修の認証プロセスである。認証は教員養成と同様に、オンタリオ州規則：
347/02 に基づいて実施される。OCT は、全ての研修プログラム：AQ の認証を行う。AQ
とは、スケジュール A ～ F、さらに管理職養成のための PQP や SOQP 等である。これら
の研修プログラムの認証は、OCT 内に組織される認証のための委員会によって行われる。
これらのプログラムは、5年ごとに認証を受けなければならない。認証のための委員会は、
研修プログラムのそれぞれが、教育実践に基づく理論が提示されているかや、学習者の学
力向上を意識しているか、さらに専門職基準を踏まえているか等が検討され、認証するか
どうかを決定する。
　以上の手順で各プログラムは認証を受ける。このことにより各研修実施機関は、教員養
成・研修を実施できるようになる。

図４　教員養成・研修の実施プロセス
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　３　我が国の取り組み
　我が国で教員を対象に研修を実施するのは、基本的には都道府県や政令市の教育セン
ター等である。研修に対する法制度や文部科学省が示した研修の枠組みを基に、都道府県
教育委員会等は現職教員の研修に関する基本計画を策定する。その基本計画を基に、教育
センター等が実際の研修実施計画を策定する。法で定められた受講義務のある研修や職能
に応じた研修さらに、教科の指導力を高めるための任意の研修等がある。
　加えて、法律の改正により都道府県教育委員会等は、教員の研修計画及び育成のための
指標の策定が義務づけられた。今後、教員研修は、ライフステージに応じて設定された育
成のための指標に基づいて行われることになる。
　東京都では、これらの法改正を踏まえ、教員研修システムの見直しを進めている。具体
的には、育成のための指標を踏まえた『平成30年度 東京都教員研修計画』を策定すると
ともに、教員一人一人が研修履歴や研修計画を把握するための「マイ・キャリアノート」
の作成や学校管理職の育成プログラムの策定、さらに自己研修の資料提示等である（13）。
東京都における研修の質保証の取り組みは、これらの一連の実践で行われるともいえる。
　以上のように、オンタリオ州における教員等の養成・研修の質保証のシステムをみてき
た。それは、教員や学校管理職の専門職基準及び各科目のガイドラインの存在であった。
教員養成・研修実施機関がガイドラインに基づいて作成された各科目の実施計画が、認証
されることで研修が実施され、履修者はデータベースに登録されていた。一方我が国でも、
育成指標の策定に基づいた研修が行われつつある。さらに、一部の都道府県ではあるが、
研修履歴の作成に取り組む動きもみられてきた。

Ⅴ　おわりに

　本研究において、カナダ・オンタリオ州の教員等の養成・研修と教育関係機関の役割を
明らかにした。具体的な成果として、次の３点が挙げられる。第一に、教員養成・研修の
実施システムを明らかにしたことである。その中で、オンタリオ州において教員養成・研
修のシステムは、オンタリオ州法に定められていること。さらに、教員等の養成・研修は
第三者機関である OCT（オンタリオ州教員協会）が主管し、大学や校長会等の様々な教
育関係機関が実施機関となっており、オンタリオ州教育省（OME：オンタリオ州教育省）
は直接関わっていないことを示した。
　第二は、研修を主管している OCT と他の教育関係機関との関係を明らかにしたことで
ある。その中で、オンタリオ州において、教員養成や研修の基本となる事項を決定してい
る機関は、行政や民間組織とは異なる第三者機関である OCT であること。さらに、教育
行政に関するすべの業務を担当する機関は OME であり、各地区の行政機関は地区教育委
員会であること。さらに、学校は地区教育委員会の基で教育活動にあたっていること。加
えて、教員の職種に応じた民間組織があること。また、OTF：オンタリオ州教員組合は、
教育関係者すべが所属する組織であり、年金制度や教員研修、教育制度に関する研究等が
主な業務であることを示した。
　第三は、教員養成・研修の質保証のためのシステムを明らかにしたことである。その中
で、オンタリオ州においては、教員等の養成・研修における質保証のためのシステムが存
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在すること。それは、教員や学校管理職等の養成・研修において、あらかじめ身に付ける
べき資質能力を専門職基準として作成していること。この基準を踏まえて、教員等の養成・
研修実施機関が研修プログラムを作成し、認証されて実際に実施するという手順を踏まえ
ること等を示した。以上が本研究で示すことができた事項である。
　以上のように本研究では、カナダ・オンタリオ州の教員等の養成・研修と教育関係機関
の役割を明らかにしてきた。しかし、教育関係機関の役割のうち、本研究で示すことので
きたものは、一部でしかない。教員研修や学校管理職の養成に関しては、オンタリオ州教
育省や地区教育員会の役割も大きく、予算を計上して実践している。さらに、OTF 等の
機関も州政府からの予算を獲得して、教員研修に関わっている。これらの実践については、
今後明らかにすべき課題でもある。
　今後の研究課題として、我が国における育成のための指標に基づいた教員養成や研修と
の関連を明らかにしてきたい。さらに、オンタリオ州における地区教育委員会による教員
評価をとおした教員研修の役割を明らかにしたいと考えている。
　オンタリオ州の教員養成・研修システムと同様の、指標を踏まえた研修の実施や研修履
歴の蓄積が我が国でもみられてきている。オンタリオ州の実践を明らかにすることにより、
我が国の教員養成・研修の取り組みにおける参考の一つとしていきたい。
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